令和８（２０２６）年度版
広島県社会人連盟主催　県内大会共通規程
　　　　　　■大会運営に協力すること。　　　　　
　　　　　　■体育施設のルールを遵守すること。
【ユニフォーム】・リバーシブルのユニフォームも可。但し、シャツをパンツの中に入れなければならない。
【帯同審判】　　・審判ウエア（シャツのみ）、ホイッスルは必ず用意すること。
　　　　　　　　・帯同審判員はE級ライセンス以上であること。
【フロア内での観戦】　・大会役員関係者
【準　　備】　　　第１試合出場チームで行うこと
　　　　　　　　　ただし、大会毎に別途指示があればそちらを優先とする
【片付け】　　　ゲームを行ったチーム、大会役員関係者で行うこと
【水分補給】　　　フロア内は飲食禁止。原則、水分補給はスポーツボトル等のこぼれにくい容器に入れて
　　　　　　　　　補給すること。万が一こぼした場合はモップで拭かずタオル・雑巾で拭くこと。
【シューズ】　　　土足厳禁は必ず守ること。トイレ・更衣室に行く場合でも各体育館の指示に従うこと。
【喫　　煙】　　・喫煙は必ず所定の場所ですること。
　　　　　　　　・吸い殻以外のゴミを捨てないこと。
【電　　源】　　　体育館内のコンセントは使用しないこと。
【更　　衣】　　・着替えは指定された場所で行うこと。
　　　　　　　　　試合会場は、練習場所ではありません。守れない場合は、処分（出場停止、勝ち点の減
　　　　　　　　　算など）する場合がある。
　　　　　　　　・観客席やフロア・廊下・ロビーなどで、上半身裸でいることのないようにすること。
【TATOO（入墨）】
　　　　　　　　・TATOO（入墨）の露出を禁止している体育施設があるため、体育館内では、サポーター、
　　　　　　　　テーピング等でTATOOを覆い隠すこと。
【子供・家族・応援者】
　　　　　　　　・フロア内に選手、スタッフ、大会役員以外は入れません。
　　　　　　　　・フロア内にベビーカー乗り入れしないこと。
【ゴ　　ミ】　　・各チームで責任を持って持ち帰ること。
【駐車場】　　・駐車禁止区域には駐車しないこと。
　　　　　　　　・駐車可能台数が少ない体育施設があるため、可能な限り乗り合わせで来場し、
　　　　　　　　　試合や担当業務終了後は速やかに会場を出ること。
【忘れ物】　　・ゲーム終了後１週間まで保管とし、連絡なき場合は処分する。
　　　　　　　　　送付が必要な場合は、着払いでの発送とする。
【その他】　　・ベンチエリア内でのビデオ（携帯も含む）の撮影は禁止。
　　　　　　　　・万一事故等が発生しても一切の責任を広島県社会人連盟は負わない。
　　　　　　　　・体育施設の設備などを破損した場合はチームの責任において修理すること。
　　　　　　　　・当連盟からの注意・警告に従わない場合や悪質な行為と判断できる場合は、チームの
　　　　　　　　　出場停止等の処分とする場合がある。
